
　　フォレストサポーター認定までの流れ

　　　　　　福井県フォレストサポーターに登録

『フォレストサポーター』とは…

フォレストサポーター認定書の交付　（森づくり課→認定者）

養成講座受講計画書の提出　（受講者→森づくり課）

養成講座受講　（受講者）

養成講座受講申込書を送付　（森づくり課→受講希望者）

養成講座受講申込書を提出　（受講希望者→森づくり課）

養成講座受講終了　（受講者）

レポートの提出　（受講終了者→森づくり課）

福井県フォレストサポーター養成講座受講申込み（受講希望者→森づくり課）

受講者の決定　（森づくり課→受講者）

　認定されるには、２年間で２１の森林や林業に関する講座の受講が必要です。

　森林や林業に関する各種講座、実技研修を通じて森林・林業に対して高い意識と知識、技術を
身につけた、県が認定する指導者です。

　認定されたフォレストサポーターは地域のイベントや各種催しでの植樹やクラフトづくり指導を通
して、「森林や林業の大切さ」や「木の温もり」などを広く伝えていただいています。
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